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2014年04月30日【デイリー No.1,856】日本の金融政策（4月30日）～物価見通しを概ね維持～ 

2014年04月22日【デイリー No.1,849】最近の指標から見る日本経済（2014年4月） 

 2012年9月にエコカ－補助金は終了していますが、軽自動車の販売は引き続き好調です。低燃費や低価
格が消費者に受け入れられていると思われます。 
 登録車について、1989年の消費税導入前後6カ月の販売台数を見ると、それぞれ前年同期比＋5.5％、
同▲1.8％となり、1997年の増税前後については、それぞれ同＋12.2％、同▲9.3％となりました。いずれも
税制変更前に駆け込み需要が起こり、その後買い控えがみられました。今回の増税前6カ月は同＋17.2％
と過去と比べ大きくなっています。前回より大きめとなった駆け込み需要の反動減が早期に解消されるか
は、今後の所得環境の改善期待が一層高まることが必要と見られます。当面は夏場のボーナスの動向が
注目されます。 

2014年5月7日 
マーケット・キーワード（Ｎｏ.1,322）＜マーケットレポート Ｎｏ. 3,573＞  

弊社マーケットレポート 検索!! 

1．新車販売台数を把握するには？ 

軽自動車が支えた４月の｢新車販売台数」（日本） 

情報提供資料 

３．今後の展開 

２．最近の動向  

 「新車販売台数」は、排気量660ｃｃ超の登録車を日本自動車販売協会連合会(自販連)が、660ｃｃ以下
の軽自動車を全国軽自動車協会連合会（全軽自協）が発表します。 
 自動車は高額商品のため、その販売動向が景気に大きく影響します。また、自動車産業はすそ野が広
く、国内産業全体への影響が大きくなります。景気動向を把握する上で「新車販売台数」は、重要な指標
の一つです 

 4月の「新車販売台数」(軽自動車を含む）は
前年同月比▲5.5％の34.5万台となりました。増
税前の駆け込みもあり、2013年9月から2014年
3月までは2桁増となっていましたが、8カ月ぶり
のマイナスとなりました。そのうち登録車(軽自
動車を除く、以下同じ）は同▲11.4％の18.9万
台と駆け込み需要の反動減で大きく減少しまし
た。一方、軽自動車は同＋2.9％の15.6万台と
10カ月連続のプラスとなり増税の影響は限定
的でした。 

http://www.smam-jp.com/market/report/marketreport/1236835_1951.html
http://www.smam-jp.com/market/report/marketreport/1236609_1951.html
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                      【重要な注意事項】 

 

【投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）】 
●投資信託に係るリスクについて 

   投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動 

  もあります。）の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ 

  ります。 

  運用の結果として投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投 

  資信託は預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するもの 

  でもありません。 

●投資信託に係る費用について 

   ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。 
◆直接ご負担いただく費用・・・申込手数料 上限3.78％（税込） 

                 ・・・換金（解約）手数料 上限1.08％（税込） 

                 ・・・信託財産留保額 上限3.50％ 

◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・・・信託報酬 上限 年 2.052％（税込） 

◆その他費用・・・監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用（それらにか     

                        かる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費用 

                        等が信託財産から支払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており 

                        当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合には、お 

                        客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投 

                        資資産の取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々の取引内 

                        容等により金額が決定し、運用の状況により変化するため、予めその上限額、計算方法 

                        等を具体的には記載できません。 

 

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの 

 保有期間に応じて異なる等の理由により予め具体的に記載することはできません。 

 

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率 

につきましては、三井住友アセットマネジメントが運用するすべての投資信託（基準日現在において有価証 

券届出書を提出済みの未設定の投資信託を含みます。）における、それぞれ の費用の最高の料率を記載 

しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる 

際には、事前に投資信託説明書 （交付目論見書） や契約締結前交付書面等を必ずご覧ください。 

 

●投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象では 

ありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。 

●投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますので 

ご注意ください。  
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